
       令和７年第５回うきは市教育委員会定例会会議録 
 

開催日時    令和７年５月１日（木） １８時００分～１８時４３分 

 

場    所    うきは市役所 西別館 第一会議室 

 

招  集  樋口 則之（教育長） 

 

出席委員    平位 秀敏（職務代理者）  家永 由里子（委員） 

       處  愛美（委員）     古賀 公彦（委員） 

 

事 務 局   江藤 良隆（学校教育課長） 佐藤 重信（生涯学習課長） 

        坂本 正明（指導主事）   熊懐 真孝（教育総務係長） 

 

 諸般の報告 小中学校の定数を満たして新学期を開始している。 

 

議  事  なし 

 

協議事項  （１）委員の選出について（うきは市人権・同和対策審議会委員） 

 報告事項  （１）専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定について） 

（２）区域外就学について 

（３）生徒指導上の諸問題に関する実態調査（令和７年３月末月例報告） 

(４）教育委員会学校訪問の日程について 

（５）令和７年度九州地区市区町村教育委員会研修大会について 

 

その他   （１）令和７年５、６月分 主な行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育長   ただいまから、第５回うきは市教育委員会定例会を開会いたします。 

うきは市教育委員会会議規則第３条２項により開催いたします。 

会議の日程は本日限りといたします。 

公開・非公開に関わらず、教育委員の皆さんには地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１１条、第１２条による守秘義務がありますので、よろしくお

願いします。 

本日は先進地視察にもご参加いただきありがとうございました。 

本日の議事録署名者には、古賀委員を指名いたします。 

それでは議事に参ります。 

 

教育長   議事に参ります。事務局からありますか。 

 

事務局   本日、議案はございません。 

 

５.協議事項  （１）委員会委員の選出について 

 

教育長   協議事項について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    うきは市人権・同和対策審議会委員の選出について依頼あり。 

すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲

法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、あらゆる差別により今

なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかに人権問題の解決を

図るために設置されたもの。 

〇うきは市人権・同和対策審議会委員 

現）平位委員  任期 令和７年７月１日～令和９年６月３０日 

 

教育長   現在は平位委員にお願いをしております。よろしければ引き続き平位委員にお

願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

全委員   賛成 

 

６.報告事項 

 

教育長   報告事項について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局   報告事項 

（１）非公開部分となりますので、後程説明する。 

（２）区域外就学の希望が３名出ており、教育的配慮の方が２名、学期途中の転居理由が１

名で全て承認済。 



（３）いじめ・不登校調査ですが、令和７年３月時点のものです。項目５番のいじめの方で

すが小学校で１名認知、中学校は認知なし。項目６番の不登校の兆候については、小

学校は前月と変わりなし、中学校は前月より男子はプラス２、女子はプラス４となり

ます。不登校に関しては、小学校中学校ともに前月よりプラスはない。 

   復帰の部分は前月に比べると増えており、県にも報告済。 

（４）教育委員会学校訪問の日程について 

市内の小中学校への訪問日程が決まる。御幸小、江南小は教育事務所を伴う訪問とな

る。事務局の方で５月中旬までに参加者をとりまとめる。委員各位の日程を調整した

い。当日の給食費は後日徴収。（小 255 円、中 300 円） 

（５）九州地区市区町村教育委員会研修大会が８月２１日、２２日に長崎県大村市で開催さ

れる。後日、参加者の調整を行う。 

   また、福岡県市町村教育委員会教育長研修会が直方市で開催されるが、令和９年はう

きは市が予定されている。宿泊・開催規模等を把握し、うきは市のみでの開催可能か

検討していく。 

 

 

教育長   ご意見ご質問はありませんか。 

 

教育長   （３）について補足いたしますが、管内教育長会議でも、どこも不登校の状況

は芳しくなく、増加傾向にあるが、朝倉市で減少が見られているようです。な

にが効果的だったかお尋ねしたところ、不登校になっても学校に来られる部屋

を設定して、教員ＯＢを配置しているとのことでした。 

 

Ａ委員  朝倉市で不登校の生徒が少なくなったというのは復学した人が多かったというこ

とですね。学校に来られるようになったと。 

 

教育長   おっしゃる通りです。ただ、そういう場所を確保するようにしているが全ての場

所に人員配置が出来ている訳ではないと聞いています。大きい学校に配置してい

るように聞いている。 

 

事務局   年度が切り替わったことで、気持ちを変えてがんばろうという児童・生徒もいる

と聞いています。 

 

 

７.その他（１）主な行事予定  学校教育課、生涯学習課スケジュールを読み上げる。 

詳細は予定表をご参照ください。 

 

Ｂ委員  ５月１７日（土）が中学校の体育祭か。 

 



教育長   ２校とも、５月１７日（土）の午前中に開催予定。 

 

Ｃ委員  以前は案内が来ていたが、いかがか。小中学校へ教育委員で手分けして見学するつ

もりである。 

 

事務局   ぜひ、よろしくお願いしたい。学校へ教育委員が観覧に行く旨伝えます。 

 

 

非公開案件（傍聴者退出） 

 

 

教育長   次回の教育委員会の開催日は６月４日（水）１８：００からの予定といたします。 

 

教育長   以上をもちまして、第５回うきは市教育委員会定例会を閉会いたします。 


